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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成23年10月13日(2011.10.13)

【公表番号】特表2011-502292(P2011-502292A)
【公表日】平成23年1月20日(2011.1.20)
【年通号数】公開・登録公報2011-003
【出願番号】特願2010-525879(P2010-525879)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ   9/445    (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ  11/60     (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ  15/00     (2011.01)
   Ｇ０６Ｆ  15/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   9/06    ６４０Ａ
   Ｇ０６Ｔ  11/60    １００Ｂ
   Ｇ０６Ｔ  15/00    １００Ａ
   Ｇ０６Ｆ   9/06    ６５０Ｄ
   Ｇ０６Ｆ  15/00    ３１０Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月29日(2011.8.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　三次元オブジェクトをサーバー・コンピューター上においてレンダリングする方法であ
って、
　サーバー・コンピューターにおいて文書をレンダリングする要求をクライアント・コン
ピューターから受けるステップと、
　前記要求を受けたことに応答して、前記文書が三次元オブジェクトを収容しているか否
か判断するために、前記サーバー・コンピューターにおいて前記文書を解析するステップ
と、
　前記文書が三次元オブジェクトを収容していると判断したことに応答して、前記三次元
オブジェクトを前記サーバー・コンピューター上においてレンダリングし、前記レンダリ
ングされた三次元オブジェクトを含む前記文書を前記サーバー・コンピューターにおいて
レンダリングして、レンダリング済み文書を作成し、前記文書をレンダリングする要求に
応答して、前記レンダリング済み文書を前記クライアント・コンピューターに供給するス
テップと、
を備えている、方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、更に、前記文書が三次元オブジェクトを収容していない
と判断したことに応答して、
　前記文書を前記サーバー・コンピューターにおいてレンダリングするステップと、
　前記文書レンダリング要求に応答して、前記レンダリングされた文書を前記クライアン
ト・コンピューターに供給するステップと、
を備えている、方法。
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【請求項３】
　請求項１記載の方法において、前記文書レンダリング要求は、文書の内の１ページをレ
ンダリングする要求を備えており、前記文書が三次元オブジェクトを収容しているか否か
判断するために前記文書を解析するステップは、前記ページが三次元オブジェクトを収容
しているか否か判断するために前記文書の前記１ページを解析することを含み、前記レン
ダリングされた三次元オブジェクトを含む前記文書をレンダリングしてレンダリング済み
文書を作成するステップは、前記レンダリング済み三次元オブジェクトを含む前記文書の
前記１ページをレンダリングして前記文書のレンダリング済みページを作成することを含
み、前記文書レンダリング要求に応答して前記レンダリング済み文書を供給するステップ
は、前記文書の前記１ページをレンダリングする要求に応答して前記文書の前記レンダリ
ング済みページをクライアント・コンピューターに供給することを含む、方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、前記レンダリング済み文書は、前記文書を作成するのに
利用されたアプリケーション・プログラムによって発生された文書のレンダリングと実質
的に同様である、方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法において、前記レンダリング済み文書は画像を含み、前記画像はワ
ールド・ワイド・ウェブ（ウェブ）標準画像フォーマットにしたがってフォーマットされ
ている、方法。
【請求項６】
　三次元オブジェクトをサーバー・コンピューター上においてレンダリングするシステム
であって、
　文書をレンダリングする要求をクライアント・コンピューターから受け、前記文書が三
次元オブジェクトを収容しているか否か判断するために前記文書を解析し、前記文書が三
次元オブジェクトを収容していると判断したことに応答して、前記三次元オブジェクトを
レンダリングする要求を第２サーバー・コンポーネントに送信するように動作する第１サ
ーバー・コンポーネントを備えており、
　前記第２サーバー・コンポーネントは、前記三次元オブジェクトをレンダリングする要
求を前記第１サーバー・コンポーネントから受け、前記三次元オブジェクトをレンダリン
グし、前記第１サーバー・コンポーネントからの前記三次元オブジェクトをレンダリング
する要求に応答して、前記レンダリングされた三次元オブジェクトを前記第１サーバー・
コンポーネントに戻すように動作する、システム。
【請求項７】
　請求項６記載のシステムにおいて、前記第１サーバー・コンポーネントは、更に、
　前記レンダリングされた三次元オブジェクトを前記第２サーバー・コンポーネントから
受け取り、
　前記レンダリングされた三次元オブジェクトを含む前記文書をレンダリングして、レン
ダリング済み文書を作成し、
　前記文書レンダリング要求に応答して、前記レンダリング済み文書を前記クライアント
・コンピューターに供給する、
ように動作する、システム。
【請求項８】
　請求項７記載のシステムにおいて、前記文書が三次元オブジェクトを収容していないと
判断したことに応答して、前記第１サーバー・コンポーネントは、更に、
　前記文書をレンダリングして、レンダリング済み文書を作成し、
　前記文書レンダリング要求に応答して、前記レンダリング済み文書を前記クライアント
・コンピューターに供給する、
ように動作する、システム。
【請求項９】
　請求項８記載のシステムにおいて、前記第１サーバー・コンポーネントは第１サーバー
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・コンピューター上で実行され、前記第２サーバー・コンポーネントは第２サーバー・コ
ンピューター上で実行される、システム。
【請求項１０】
　請求項８記載のシステムにおいて、前記第１サーバー・コンポーネントおよび前記第２
サーバー・コンポーネントは１つのサーバー・コンピューター上において実行される、シ
ステム。
【請求項１１】
　請求項８記載のシステムにおいて、前記レンダリング済み文書は、前記文書を作成する
のに利用されたアプリケーション・プログラムによって発生された文書のレンダリングと
実質的に同様である、システム。
【請求項１２】
　請求項１１記載のシステムにおいて、前記レンダリング済み文書は画像を含み、前記画
像はワールド・ワイド・ウェブ（ウェブ）標準画像フォーマットにしたがってフォーマッ
トされている、システム。
【請求項１３】
　コンピューター実行可能な命令が記憶されており信号ではないコンピューター可読媒体
であって、前記命令はコンピューターによって実行されると、前記コンピューターに、
　文書をレンダリングする要求をクライアント・コンピューターから受けるステップと、
　前記要求を受けたことに応答して、前記文書が三次元オブジェクトを収容しているか否
か判断するために前記文書を解析するステップと、
　前記文書が三次元オブジェクトを収容していると判断したことに応答して、前記三次元
オブジェクトを標準画像フォーマットでレンダリングし、前記レンダリングされた三次元
オブジェクトを含む前記文書をレンダリングして前記文書を作成するのに用いられたアプ
リケーション・プログラムによって生成された文書のレンダリングと実質的に同様である
前記標準画像フォーマットでレンダリング済み文書を作成するステップと、
　前記文書が三次元オブジェクトを収容していないと判断したことに応答して、前記文書
をレンダリングして前記文書を作成するのに用いられたアプリケーション・プログラムに
よって生成された文書のレンダリングと実質的に同様である前記標準画像フォーマットで
レンダリング済み文書を作成するステップと、
　前記文書レンダリング要求に応答して、前記レンダリングされた文書を前記クライアン
ト・コンピューターに供給するステップと、
を実行させる、コンピューター可読媒体。
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